
【介護老人福祉施設　利用料金表】

特別養護老人ホーム　藤島園

【注意】基本サービスのＡにその他加算を追加する場合にはＡの介護職員処遇改善加算・介護職員特定

経口維持加算Ⅰ

5単位/日

6単位/回

400単位/月

12単位/日

20単位/月

90単位/月

個別機能訓練加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅱ

口腔衛生管理加算Ⅰ

常勤専従の機能訓練指導員を配置し、多職種協働により個別に機能訓練計画を作成し実施す

る。３月に１回内容見直しを行い、利用者へ説明をする場合。

加算Ⅰに加えて、厚生労働省へのデータ提出とフィードバック活用。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入居者に対し口腔ケアを月２回以上実施し、介護職員

に対し具体的な技術的助言と指導を行う場合。

日常生活自立度Ⅲ以上の入居者が1/2以上、特定の研修修了者を配置し、計画的な会議を実施

する場合。

認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占めており、精神科を担当する医師による定

期的な療養指導が月２回以上行われている場合。

利用者の病状に応じ医師の指示に基づく食事提供をした場合。１食単位、１日３回を限度。

経口により食事を摂取する者で摂取機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して、医師の

指示に基づき管理栄養士等が共同して栄養管理をするための会議を行い経口維持計画を作成し

医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合。

科学的介護推進体制加算Ⅱ

安全対策体制加算

認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位/日

50単位/月

20単位/入所初日

経口移行加算 28単位/日

医師の指示に基づき看護師等が共同して経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行

計画を作成している場合に、計画に基づき医師の指示を受けた看護師等による支援を受けた場

合。

栄養マネジメント強化加算 11単位/日

低栄養リスクが高い方に、多職種協働により定期的に会議を実施し、栄養ケア計画の作成・

見直しを行い、週3回以上食事観察をする場合、入所者が退所する場合に食事に関する相談支

援を行う場合に算定。

精神科医療費指導加算

療養食加算

③　看護体制加算Ⅰロ（日額） 4 4 4 4 4

④　看護体制加算Ⅱロ（日額） 8 8 8 8 8

⑤　夜勤職員配置加算Ⅲロ（日額） 16 16 16 16 16

19,110

月額利用料金の目安：対象となる介護度のＡ＋その他加算＋Ｂがご利用料金となります。

21,150 23,280 25,320 27,330⑥月額単位小計　　①～⑤の合計×30日で計算

①　介護福祉施設サービス費 573 641 712 780 847

入所者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の心身状況に係る基本的な情

報を科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へ提出している場合。

安全対策に係る外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織

的に安全対策を実施する体制が整備されている場合。

⑦　介護職員処遇改善加算Ⅰ　⑥×8.3％ 1,586 1,755 1,932 2,102 2,268

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

②　日常生活継続支援加算Ⅰ 36 36 36 36 36

¥26,580 ¥28,911 ¥31,204

地区区分換算額　⑩×10.14

629 684 738

306 338 372 405 437

令和５年４月１日現在

【その他の加算】（介護保険給付対象）

30単位/日

246単位/日

初期加算

外泊時費用

新入居及び再入居時から30日間算定。

入院又は外泊時に所定単位に代えて算定。（月６日限度）

¥218,192 ¥241,473 ¥265,799 ¥289,101 ¥312,038

⑩介護保険給付対象合計（⑥＋⑦＋⑧＋⑨） 21,518 23,814 26,213 28,511 30,773

⑧　介護職員特定処遇改善加算Ⅰ　⑥×2.7％ 516 571

¥21,820 ¥24,148

処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の単位が増加になり自己負担額も増加になります。

Ａ　介護保険の給付対象となるサービス利用料金 （単位：介護報酬単位）

　介護保険　自己負担額（３割負担の方） ¥65,458 ¥72,442 ¥79,740 ¥86,731 ¥93,612

　介護保険　自己負担額（２割負担の方） ¥43,639 ¥48,295 ¥53,160 ¥57,821 ¥62,408

　介護保険　自己負担額（１割負担の方）

⑨　ベースアップ等支援加算　⑥×1.6％



【食費・居住費（多床室）】

第１段階：生活保護受給者。市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方。

【その他の費用】

【その他の加算】（介護保険給付対象）

自立支援促進加算

看取り介護

加算Ⅱ

死亡日以前31日以上45日以下

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日前日及び前々日

死亡日 1,580単位/日

医師が６カ月に１回以上医学的評価を行い自立支援にかかる計画策定に参加する。その評価を

もとに対応が必要とされた方に対して支援計画を策定し、それに沿ったケアを実施する。３月

に１回以上入所者毎の支援計画見直しを行い、必要な情報を厚生労働省に提出した場合。

看護体制加算Ⅱを算定、看取り介護加算Ⅰの要件を満たし、入居者に対し緊急時の医師との

連絡・診察等について具体的に取り決めされ、２４時間対応できる体制を確保し、施設内で

実際に看取った場合。

300単位/月

72単位/日

144単位/日

780単位/日

髭剃り代 1,100円/回

☆食事居住費の利用者負担限度額については、市町村が発行する「介護保険負担限度額認定証」によって決められます。

限度額認定を受けた方はその限度額とします。（第１～３段階）

第４段階（基準額）：市町村民税課税世帯の方が対象。

第３段階②：市町村民税非課税世帯で、年金収入120万円超の方。

第３段階①：市町村民税非課税世帯で、年金収入等80万円超120万円以下の方。

第２段階：市町村民税非課税世帯で、年金収入80万円以下の方。

理美容代 2,200円/回 飲物・おやつ代 100円/日

¥390

¥1,100 ¥370 ¥370 ¥370

¥2,800 ¥1,730 ¥1,020 ¥760

Ｂ　介護保険の給付対象外のサービス利用料金

【食費・居住費（個室）】

第４段階 第３段階② 第３段階① 第２段階

¥1,700 ¥1,360 ¥650 ¥390

介護給付対象外費用　合計

第１段階

¥300

¥320

¥620

第１段階

¥300

¥0

¥300

¥1,550 ¥820 ¥820 ¥420

¥3,250 ¥2,180 ¥1,470 ¥810

第４段階 第３段階② 第３段階① 第２段階

¥1,700 ¥1,360 ¥650

食費（1,700円）

居住費（個室1,550円）

介護給付対象外費用　合計

食費（1,700円）

居住費（多床室1,100円）


